
 

１ 
 

第１部 南部保健所の概要 

埼玉県南部保健所は、県中央南部の蕨市・戸田市の２市を所管地域としています。 

この地域は、荒川を挟んで東京都に隣接しています。都心から２０ｋｍ圏にあり、ＪＲ京浜東北線

と埼京線、国道１７号線が縦貫するなどの利便性の高さから、東京のベッドタウンとして開発が進ん

でいます。 

 

１ 南部保健所管内の人口  

  令和４年度、南部保健所管内の面積は２３.３ｋ㎡で、人口は約２１万６千人でした。 

  管内２市の特徴としては、蕨市が面積の小ささと人口密度の高さで全国一の市であり、戸田市は

若年層を中心とした若い市であるといった点が挙げられます。 

 

表１ 世帯数・人口・面積・人口密度                  令和４年１０月１日現在 

 世帯数 

（世帯） 

人   口 （人） 面 積 

（ｋ㎡） 

人口密度 

総  数 男 女 人口/k㎡ 

埼玉県 ３，２３８，２１２ ７，３３７，１７３ ３，６４１，７２５ ３，６９５，４４８ ３，７９７．７５ １，９３２．０ 

管  内 １０３，３３６ ２１５，８０３ １０８，８４７ １０６，９５６ ２３．３０ ９，２６１．９ 

蕨  市 ３７，２０８ ７３，９１６ ３７，２８０ ３６，６３６ ５．１１ １４，４６５.０ 

戸田市 ６６，１２８ １４１，８８７ ７１，５６７ ７０，３２０ １８．１９ ７，８００．３ 

  資料： 令和４年度全国都道府県市区町村別面積調（国土地理院）／埼玉県の推計人口（埼玉県総務部統計課） 
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（１）人口の推移  

   最近５年間の管内人口は、ほぼ横ばいで推移しています。

 
資料：国勢調査年（令和２年）は「国勢調査」（総務省統計局）、それ以外の年は「埼玉県推計人口」（県統計課） 

 

 （２）年齢３区分別人口割合（令和５年１月１日現在）     

    管内の令和５年１月１日現在の年齢３区分別人口割合では、年少人口（１５歳未満の人口） 

     が１２．７％、生産年齢人口（１５歳以上６５歳未満の人口）が６８．４％、老年人口（６５ 

     歳以上の人口）が１８．９％でした（図２）。全国・埼玉県全体と比較して、管内は年少及び生 

     産年齢人口の割合が高く、老年人口の割合が低くなっています。 

 

 

資料 全国：「推計人口（確定値）」（総務省統計局）／ 埼玉県以下：「埼玉県町（丁）字別人口調査結果報告」（県統計課） 
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２ 南部保健所の組織（令和５年度） 

 (１) 事務分掌（令和５年７月１日現在） 
   

  職員数 ４０人  ※育休中の職員及び嘱託（会計年度任用職員）を含み、育休代替職員を除く。 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

所 長 

副所長 

広域調整担当    

２人 

 

健康危機管理に係る広域的な体制整備、情報収集・分析・提供、 

救急医療や地域医療連携等の医療提供体制の整備、 

医事業務に対する支援、専門的教育、 

病院等の立入検査への支援、 

 保健所の管轄区域をまたがる広域的な連絡調整 

総務・地域 
 保健推進担当 

５人 

欠員１ 

人事、給与、服務、文書、公印、表彰、福利厚生等、経理、 

公有財産及び物品の取得・管理等、広聴広報、 

医療衛生関係の大臣免許及び知事免許等、地域保健医療計画、 

医師臨床研修、学生実習、 

病院等の許可、立入検査、医療安全相談等の医事、 

 人口動態統計及び地域保健統計, 

保健予防推進 
        担当 

１８人 

感染予防、エイズ対策、結核予防、 

栄養指導、健康づくり、受動喫煙防止対策、 

歯科保健、 

難病対策、指定難病等医療給付事務、 

肝炎治療医療費助成、 

精神保健福祉対策、母子保健対策、 

不妊治療費助成事業、小児慢性特定疾病医療費助成制度 

  

生活衛生・ 
  薬事担当 

６人 

食品営業許可・届出、施設の衛生管理指導等、食中毒予防、 

狂犬病予防、犬の捕獲及び適正飼養、動物取扱業の登録等、 

旅館・公衆浴場・理美容所等の許可等及び監視指導、 

薬局、医薬品、毒物・劇物販売業等の許可等及び監視指導、 

 麻薬施用者等の免許及び監視指導 

 食品監視担当 
     ５人 

 
食品関係営業施設の監視及び指導 

副所長 

副所長 
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 (２) 職種別内訳 
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合            計 ４０ １ ３ ２ ５ １８ ６ ５ 

医 師 ２ １ ― １ ― ― ― ― 

薬 剤 師 ６ ― １ ― ― ― ３ ２ 

獣 医 師 ５ ― ― ― ― ― ２ ３ 

管 理 栄 養 士 １ ― ― ― ― １ ― ― 

保 健 師 １０ ― １ ― ― ９ ― ― 

精神保健福祉相談員 ２ ― ― ― ― ２ ― ― 

動 物 愛 護 職 １ ― ― ― ― ― １ ― 

一 般 事 務 １３ ― １ １ ５ ６ ― ― 
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３ 南部保健所の沿革 

   南部保健所は、県内２番目の保健所・川口保健所として、昭和１４年１１月１０日に職員９人 

   で発足しました。爾来８０余年、幾度かの組織の変遷を経ながら、住民に身近な地域保健の拠点 

  として活動しています。 
 

年  月 概              要 

昭和１４年１１月 

 

 

 

昭和２５年１２月 

昭和２８年 ５月 

昭和３４年 ３月 

昭和３８年 ６月 

昭和４０年 ５月 

昭和４２年 ５月 

 （昭和４５年 ５月） 

 

昭和４８年 ７月 

昭和５１年 ９月 

昭和５５年 ４月 

平成 ３年 ４月 

平成 ７年１１月 

平成 ９年 ４月 

 

平成１８年 ４月 

 

 

 

 

 

平成１９年 ４月 

平成２２年 ４月 

 

 

 

平成２３年１１月 

平成３０年 ４月 

川口市上青木町１の２５９７番地(現在の上青木西２-１４-１７)に 

開設。 

所管区域は、川口市、鳩ヶ谷町、草加町、新郷村、神根村、芝村、安行村、

谷塚村、大門村、野田村、八条村、川柳村、新田村（町村名は当時のもの）。 

庶務課、衛生課、予防課の３課体制となる。 

草加町に出張所を設置し、主として対人保健サービスを実施。 

草加町出張所を廃止。 

旧庁舎（上青木西）完成。 

計画課、保健婦室を新設し、４課１室となる。 

草加保健所開設により、所管区域が川口市と鳩ヶ谷市の２市となる。 

（５月１日 戸田・蕨保健所開設。蕨市と戸田市を所管区域として、中央 

保健所から分離して発足）。 

衛生課を廃止し、食品衛生課及び環境公害課を新設。(５課１室) 

環境公害課が環境薬事課に、保健婦室が保健婦課となる。（６課） 

食品衛生課と環境薬事課を統合し、衛生課とする。（５課） 

計画課を廃止し、地域保健企画担当を新設。（４課１担当） 

川口市前川１-１１-１に現在の庁舎が完成し移転。 

課制を廃止し、担当制に移行（庶務担当、地域保健推進担当、保健予防 

推進担当、生活衛生・薬事担当の４担当）。 

戸田・蕨保健所と統合。所管区域が川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、戸田市の 

４市となる。 

旧戸田・蕨保健所に川口保健所 戸田・蕨分室を設置。 

川口保健所（本所）は４担当制、戸田・蕨分室は保健予防推進担当と食品 

監視担当の２担当制となる。 

  ※ 食品監視担当は、川口保健所と朝霞保健所の所管区域を担当。 

庶務担当が総務担当となる。 

県内４ヶ所の拠点保健所と位置付けられる（他は春日部、狭山、熊谷）。 

戸田・蕨分室を廃止。広域調整担当を新設。総務担当と地域保健推進担当を

統合し、総務・地域保健推進担当とする。 

  ※ 広域調整担当は、川口保健所と朝霞保健所の所管区域を担当。 

川口市と鳩ヶ谷市が合併。所管区域が川口市、蕨市、戸田市の３市となる。 

川口市が中核市に移行し、当庁舎内に川口市保健所を開設したことに伴い、 

『南部保健所』に名称を変更。所管区域が蕨市、戸田市の２市となる。 
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